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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１成分がポリエステル系樹脂、第２成分が前記第１成分よりも融点の低いオレフィン系
樹脂である熱融着性複合繊維であって、
前記ポリエステル系樹脂の配向度が６．０以下、かつ、結晶化度が２０％以上であり、
単糸繊維伸度が１２６～２２９％である熱融着性複合繊維。
【請求項２】
前記第１成分が芯成分、前記第２成分が鞘成分である鞘芯型複合繊維である、請求項１に
記載の熱融着性複合繊維。
【請求項３】
ＤＳＣ測定において、２４５℃から２５０℃の範囲にある吸熱ピークの最大吸熱ピークの
ピーク高さ（ピーク１）と、２５１℃から２５６℃の範囲にある吸熱ピークの最大吸熱ピ
ークのピーク高さ（ピーク２）とのピーク比（ピーク１／ピーク２）が、２．２以上であ
る、請求項１又は２に記載の熱融着性複合繊維。
【請求項４】
単糸繊維強度が３．２ｃＮ／ｄｔｅｘ以下である、請求項１～３のいずれか１項に記載の
熱融着性複合繊維。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の熱融着性複合繊維を含む、シート状繊維集合体。
【請求項６】
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不織布である、請求項５に記載のシート状繊維集合体。
【請求項７】
（１）ポリエステル系樹脂を芯成分、当該ポリエステル系樹脂よりも低い融点を有するオ
レフィン系樹脂を鞘成分として、溶融紡糸にて未延伸の鞘芯型複合繊維を得る工程、
（２）前記工程（１）によって得られた未延伸の鞘芯型複合繊維を、前記ポリエステル系
樹脂のガラス転移温度よりも３０℃以上高い温度で延伸する工程、
（２－１）前記工程（２）によって得られた鞘芯型複合繊維を、鞘成分の融点より低いが
１５℃を超えて低くはない温度範囲で乾燥する工程、
を含む、単糸繊維伸度が、１２６～２２９％である熱融着性複合繊維の製造方法。
【請求項８】
（１）ポリエステル系樹脂を芯成分、当該ポリエステル系樹脂よりも低い融点を有するオ
レフィン系樹脂を鞘成分として、溶融紡糸にて未延伸の鞘芯型複合繊維を得る工程、
（２）前記工程（１）によって得られた未延伸の鞘芯型複合繊維を、前記ポリエステル系
樹脂のガラス転移温度よりも３０℃以上高い温度で延伸する工程、
（２－１）前記工程（２）によって得られた鞘芯型複合繊維を、鞘成分の融点より低いが
１５℃を超えて低くはない温度範囲で乾燥する工程、
（３）前記工程（２－１）によって得られた、単糸繊維伸度が１２６～２２９％である熱
融着性複合繊維を用いて、カーディング法によって繊維ウェブを形成する工程、
（４）前記工程（３）で得た繊維ウェブを、前記オレフィン系樹脂の融点以上、前記ポリ
エステル系樹脂の融点未満の温度で熱処理し、前記繊維ウェブの交絡部分を接着する工程
、を含む、不織布の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱融着性複合繊維に関し、より具体的には、芯成分が特定範囲の配向度およ
び結晶化度を有する熱融着性複合繊維に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、熱風や加熱ロールの熱エネルギーを利用して、熱融着による成形ができる熱融着
性複合繊維は、嵩高性や柔軟性に優れた不織布を得ることが容易であることから、おむつ
、ナプキン、パッド等の衛生材料、或いは生活用品やフィルター等の産業資材等に広く用
いられている。特に衛生材料は、人肌に直接触れるものであることや、尿、経血等の液体
を素早く吸収する必要から、嵩高性や柔軟性の重要度が極めて高い。嵩高性を得るために
は、高剛性の樹脂を用いる手法や、高倍率で延伸することにより、剛性を持たせる手法が
代表的であるが、その場合、得られる不織布は、柔軟性が低下してしまう。一方で、柔軟
性を優先すると、得られる不織布は、嵩高性が低下し、液体吸収性が悪化してしまう。
【０００３】
　そのため、嵩高性と柔軟性の両立が可能な繊維及び不織布を得る方法が数多く提案され
てきた。例えば、高アイソタクティシティーのポリプロピレンを芯成分とし、主としてポ
リエチレンからなる樹脂を鞘成分とした鞘芯型複合繊維を用いることにより、嵩高い不織
布の製造方法が開示されている（特許文献１参照）。この方法は、複合繊維の芯側に高剛
性の樹脂を使用することで、得られる不織布に嵩高性を与えるものであるが、柔軟性にお
いて十分でなく、特に熱接着温度が高温となると得られる不織布の嵩高性も低下してしま
い、両立は困難であった。
【０００４】
　また、特許文献２では、分割型複合繊維を含む繊維ウェブに、３次元的交絡処理を行い
、分割型複合繊維を分割させて極細繊維とし、柔軟性を得ている。不織布表面には、凹凸
をつけることで嵩高い不織布を得ていた。この方法は、柔軟性と嵩高性を得られるが、分
割性が悪化すると極細繊維とならず柔軟性が低下するなどの問題があり、安定性に欠ける
ものであった。
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【０００５】
　また、特許文献３では、ポリエステル系重合体を第１成分（芯）、第１成分よりも融点
の低いオレフィン系重合体を第２成分（鞘）とする熱融着性複合繊維であって、第１成分
であるポリエステルの複屈折が０．１５０以下で、第１成分と第２成分との複屈折比が３
．０以下であるものは、流動延伸過程を容易かつ安定的に発現させることが可能であるこ
とを開示している。特許文献３の発明によれば、細繊度の熱融着性繊維を安定的に生産で
きることが開示されており、衛生材料用途や産業資材用途に好適に用いられうることが記
載されている。しかしながら、特許文献３の発明のように流動延伸過程を経て製造される
熱融着性複合繊維であっても、不織布にしたときの柔軟性や嵩高性は必ずしも十分なもの
ではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６３－１３５５４９号公報
【特許文献２】特開２００９－１３５４４号公報
【特許文献３】特開２００９－１１４６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、不織布に柔軟性と嵩高性の両方を与える熱融着性複合繊維と、これを
用いた不織布を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは上記課題を達成するために鋭意研究を重ねた結果、芯成分における分子の
状態に着目し、芯成分の配向度を抑えつつ結晶化度の高い熱融着性複合繊維とすることで
、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。
　すなわち、本発明は以下の構成を有する。
【０００９】
［１］第１成分がポリエステル系樹脂、第２成分が前記第１成分よりも融点の低いオレフ
ィン系樹脂である熱融着性複合繊維であって、
前記ポリエステル系樹脂の配向度が６．０以下、かつ、結晶化度が２０％以上である、
熱融着性複合繊維。
［２］前記第１成分が芯成分、前記第２成分が鞘成分である鞘芯型複合繊維である、［１
］に記載の熱融着性複合繊維。
［３］ＤＳＣ測定において、２４５℃から２５０℃の範囲にある吸熱ピークの最大吸熱ピ
ークのピーク高さ（ピーク１）と、２５１℃から２５６℃の範囲にある吸熱ピークの最大
吸熱ピークのピーク高さ（ピーク２）とのピーク比（ピーク１／ピーク２）が、２．２以
上である、［１］又は［２］に記載の熱融着性複合繊維。
［４］単糸繊維強度が３．２ｃＮ／ｄｔｅｘ以下である、［１］～［３］のいずれかに記
載の熱融着性複合繊維。
［５］単糸繊維伸度が１００％以上である、［１］～［４］のいずれかに記載の熱融着性
複合繊維。
［６］［１］～［５］のいずれかに記載の熱融着性複合繊維を含む、シート状繊維集合体
。
［７］不織布である、［６］に記載のシート状繊維集合体。
［８］（１）ポリエステル系樹脂を芯成分、当該ポリエステル系樹脂よりも低い融点を有
するオレフィン系樹脂を鞘成分として、溶融紡糸にて未延伸の芯型複合繊維を得る工程、
（２）前記工程（１）によって得られた未延伸の鞘芯型複合繊維を、前記ポリエステル系
樹脂のガラス転移温度よりも３０℃以上高い温度で延伸する工程、
を含む、熱融着性複合繊維の製造方法。
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［９］（１）ポリエステル系樹脂を芯成分、当該ポリエステル系樹脂よりも低い融点を有
するオレフィン系樹脂を鞘成分として、溶融紡糸にて未延伸の芯型複合繊維を得る工程、
（２）前記工程（１）によって得られた未延伸の鞘芯型複合繊維を、前記ポリエステル系
樹脂のガラス転移温度よりも３０℃以上高い温度で延伸する工程、
（３）前記工程（２）によって得られた鞘芯型複合繊維である熱融着性複合繊維を用いて
、カーディング法によって繊維ウェブを形成する工程、
（４）前記工程（３）で得た繊維ウェブを、前記オレフィン系樹脂の融点以上、前記ポリ
エステル系樹脂の融点未満の温度で熱処理し、前記繊維ウェブの交絡部分を接着する工程
、を含む、不織布の製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の熱融着性複合繊維は、芯成分の配向度が低く、かつ結晶化度が高いことを特徴
としており、本発明の構成を有する熱融着性複合繊維は、不織布に柔軟性と嵩高性の両方
を与えることができる。また、本発明の製造方法によれば、前記の構成を有する熱融着性
複合繊維ないし不織布を安定に提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を更に詳しく説明する。
　本発明の熱融着性複合繊維は、第１成分にポリエステル系樹脂を配し、第２成分に第１
成分よりも融点の低いオレフィン系樹脂を配して構成されている。
【００１２】
　（第１成分）
　本発明の熱融着性複合繊維（以下、単に「複合繊維」という場合がある。）の第１成分
を構成するポリエステル系樹脂は、ジオールとジカルボン酸とから縮重合によって得るこ
とができる。ポリエステル系樹脂の縮重合に用いられるジカルボン酸としては、テレフタ
ル酸、イソフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、アジピン酸、セバシン酸等を挙
げることができる。また、用いられるジオールとしては、エチレングリコール、ジエチレ
ングリコール、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、ネオペンチルグリ
コール、１，４－シクロヘキサンジメタノール等を挙げることができる。
【００１３】
　本発明で使用するポリエステル系樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリプ
ロピレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等の芳香族ポリエステルが好まし
く利用できる。また、上記芳香族ポリエステルの他に脂肪族ポリエステルも用いることが
でき、好ましい脂肪族ポリエステル樹脂としては、ポリ乳酸やポリブチレンサクシネート
が挙げられる。これらのポリエステル系樹脂は、単独重合体だけでなく、共重合ポリエス
テル（コポリエステル）でもよい。このとき、共重合成分としては、アジピン酸、セバシ
ン酸、フタル酸、イソフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸等のジカルボン酸成分
、ジエチレングリコール、ネオペンチルグリコール等のジオール成分、Ｌ－乳酸等の光学
異性体が利用できる。このような共重合体として、例えば、ポリブチレンテレフタレート
アジペートなどが挙げられる。更に、これらポリエステル系樹脂の２種以上を混合して用
いてもよい。
　原料コスト、得られる繊維の熱安定性などを考慮すると、第１成分としては、ポリエチ
レンテレフタレートのみで構成された未変性ポリマーが最も好ましい。
【００１４】
　第１成分には、ポリエステル系樹脂が含まれていれば特に限定されないが、好ましくは
ポリエステル系樹脂が８０質量％以上含まれていることであり、より好ましくはポリエス
テル系樹脂が９０質量％以上含まれていることである。本発明の効果を妨げない範囲内で
、さらに、酸化防止剤、光安定剤、紫外線吸収剤、中和剤、造核剤、エポキシ安定剤、滑
剤、抗菌剤、難燃剤、帯電防止剤、顔料及び可塑剤等の添加剤を適宣必要に応じて添加し
てもよい。
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【００１５】
（第２成分）
　本発明の複合繊維の第２成分を構成するポリオレフィン系樹脂は、第１成分を構成する
ポリエステル系樹脂の融点よりも低い融点を有するという条件を満たす限り、特に限定さ
れるものではない。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン－１、ポリヘキ
セン－１、ポリオクテン－１、ポリ４－メチルペンテン－１、ポリメチルペンテン、１，
２－ポリブタジエン、１，４－ポリブタジエンなどが使用できる。更にこれらの単独重合
体に、当該単独重合体を構成する単量体以外の成分であるという条件のもと、エチレン、
プロピレン、ブテン－１、ヘキセン－１、オクテン－１または４－メチルペンテン－１等
のα－オレフィンが共重合成分として少量含有されていてもよい。また、ブタジエン、イ
ソプレン、１，３-ペンタジエン、スチレン及びα-メチルスチレン等の他のエチレン系不
飽和モノマーが共重合成分として少量含有されていてもよい。
【００１６】
　また、これらポリオレフィン系樹脂を２種以上混合して使用してもよい。これらは、通
常のチーグラーナッタ触媒から重合されたポリオレフィン系樹脂だけでなく、メタロセン
触媒から重合されたポリオレフィン系樹脂、及びそれらの共重合体も好ましく用いること
ができる。また、好適に使用できるポリオレフィン系樹脂のメルトマスフローレイト（以
下、ＭＦＲと略す。）は、紡糸可能な範囲であれば特に限定されることはないが、１～１
００ｇ／１０分が好ましく、より好ましくは、５～７０ｇ／１０分である。
【００１７】
　本発明の複合繊維の第２成分を構成するポリオレフィン系樹脂として好ましいのは、ポ
リエチレン、ポリプロピレン及びプロピレンを主成分とする共重合体からなる群から選ば
れる少なくとも１種のポリオレフィン系樹脂である。例えば高密度ポリエチレン、直鎖状
低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、ポリプロピレン（プロピレン単独重合体）、
プロピレンを主成分とするエチレン－プロピレン共重合体、プロピレンを主成分とするエ
チレン－プロピレン－ブテン－１共重合体が挙げられる。ここで、「プロピレンを主成分
とする共重合体」とは、当該共重合体を構成する共重合成分中で、プロピレン単位が最も
多量を占める共重合体をいう。
【００１８】
　上記ＭＦＲ以外のポリオレフィンの物性、例えばＱ値（重量平均分子量／数平均分子量
）、ロックウェル硬度、分岐メチル鎖数等の物性は、本発明の要件を満たすものであれば
、特に限定されない。第２成分には、ポリオレフィン系樹脂が含まれていれば特に限定さ
れないが、好ましくはポリオレフィン系樹脂が８０質量％以上含まれていることであり、
より好ましくはポリオレフィン系樹脂が９０質量％以上含まれていることである。本発明
の効果を妨げない範囲で、前記第１成分で例示した添加剤を適宣必要に応じて含んでいて
もよい。
【００１９】
（複合繊維）
　本発明の複合繊維は前記の第１成分を芯成分、第２成分を鞘成分とする鞘芯型複合繊維
であることが好ましい。本発明の複合繊維における第１成分と第２成分の組み合わせは、
第２成分を構成するポリオレフィン系樹脂が、第１成分を構成するポリエステル系樹脂の
融点よりも低い融点を有するという条件を満たす限り、特に限定されず、前記で説明した
第１成分及び第２成分から選択して使用できる。具体的な第１成分／第２成分の組み合わ
せとしては、ポリエチレンテレフタレート／ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレー
ト／高密度ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート／直鎖状低密度ポリエチレン、ポ
リエチレンテレフタレート／低密度ポリエチレンなどが例示できる。この中でより好まし
い組み合わせは、ポリエチレンテレフタレート／高密度ポリエチレンである。
【００２０】
　複合繊維の複合形態としては、第１成分が芯成分として繊維の内側に、第２成分が鞘成
分として繊維の外側に配置されていれば特に制限されないが、第２成分が繊維表面を完全
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に覆う複合形態であることが好ましく、なかでも同心または偏心の鞘芯構造が好ましい。
繊維の断面形状は円および楕円などの丸型、三角および四角などの角型、星型および八葉
型などの異型、または中空型などのいずれも用いることができる。
【００２１】
　第１成分と第２成分を複合する際の構成比率は特に制限されるものではないが、第１成
分／第２成分が１０／９０～７０／３０（容積比）であることが好ましく、より好ましく
は３０／７０～６０／４０（容積比）である。かかる範囲の構成比率とすることにより、
不織布に嵩高性と柔軟性を持たせることと、不織布への加工性とのバランスに優れる傾向
となるため好ましい。
【００２２】
　本発明の複合繊維の繊度は、特に限定されるものではないが、０．９～８．０ｄｔｅｘ
が好ましく、具体的には、衛生材料資材に使われるような繊維に対しては、１．０～６．
０ｄｔｅｘが好ましく、より好ましくは１．３～４．４ｄｔｅｘである。かかる範囲の繊
度とすることにより嵩高性と柔軟性との両立を達成しやすくなる。
【００２３】
　本発明の複合繊維は、第１成分（芯成分）であるポリエステル系樹脂の配向度が６．０
以下であり、より好ましくは３．０～６．０である。かかる範囲の配向度にすることによ
り不織布に柔軟性を持たせることができる。配向度は低い方が好ましく、配向度が６．０
を超えると、柔軟性が不十分となる。また、ポリエステル系樹脂の結晶化度は２０％以上
であり、より好ましくは２０～３０％である。かかる範囲の結晶化度にすることにより不
織布に嵩高性を持たせることができる。結晶化度は高い方が好ましく、結晶化度が２０％
に満たないと、充分な嵩高性を得ることが難しい。本発明は、熱融着性複合繊維の芯成分
の配向度と結晶化度が不織布の物性に決定的な影響を及ぼすことを見出し、配向度と結晶
化度を前述の範囲とすることによって、柔軟性と嵩高性を両立する不織布を提供するもの
である。
　本発明で規定される複合繊維の芯成分の配向度および結晶化度は、公知の方法で測定す
ることができる。配向度は例えば、複屈折やＸ線回折、レーザーラマン分光という方法に
よって得られる。結晶化度は例えば、複屈折やＸ線回折、レーザーラマン分光によって得
られる。特に、本発明において配向度が６．０以下であるとは、後述の実施例で詳細に述
べられる、レーザーラマン分光法に基づく配向度の測定に従って得られる値が６．０以下
であることをいう。また、本発明において結晶化度が２０％以上であるとは、後述の実施
例で詳細に述べられる、レーザーラマン分光法に基づく結晶化度の測定に従って得られる
値が２０％以上であることをいう。
【００２４】
　本発明の複合繊維は、ＤＳＣ測定における２４５℃から２５０℃の範囲にある吸熱ピー
クの最大吸熱ピークのピーク高さ（ピーク１）と２５１℃から２５６℃の範囲にある吸熱
ピークの最大吸熱ピークのピーク高さ（ピーク２）とのピーク比（ピーク１／ピーク２）
が２．２以上であることが好ましく、より好ましくは２．２～８．０である。本発明で規
定されるピーク比は、複合繊維の芯成分の結晶化度を反映する値であると考えられており
、かかる範囲のピーク比にすることにより繊維に剛性と嵩高性を付与することができる。
【００２５】
　本発明の複合繊維の単糸繊維伸度は、１００％以上であることが好ましく、より好まし
くは１００～２００％である。かかる範囲の伸度の複合繊維を用いることにより不織布に
柔軟性を付与することができる。
【００２６】
　本発明の複合繊維の単糸繊維強度は、特に限定されるものではないが、例えば衛生材料
に使用されるような繊維に対しては、１．０～４．０ｃＮ／ｄｔｅｘが好ましく、より好
ましくは２．０～３．２ｃＮである。かかる範囲の強度とすることにより繊維の形態安定
性と嵩高性との両立を可能とすることができる。
【００２７】
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（複合繊維の製造方法）
　本発明の複合繊維の製造方法について説明する。
　前記複合繊維は、例えば以下のように製造することができる。まず、本発明の複合繊維
の原料となるポリエステル系樹脂を第１成分に配し、第１成分よりも低い融点を有するオ
レフィン系樹脂を第２成分に配し、溶融紡糸によって第１成分と第２成分が同芯鞘芯型に
複合化された未延伸繊維とする。
【００２８】
　溶融紡糸時の温度条件は特に制限されるものではないが、紡糸温度は２５０℃以上であ
ることが好ましく、より好ましくは２８０℃以上、更に好ましくは３００℃以上である。
紡糸温度が２５０℃以上であれば、紡糸時の断糸回数を少なくし、かつ延伸後の伸度を残
しやすい未延伸糸が得られるので好ましく、２８０℃以上であればこれら効果がより顕著
になり、３００℃以上であれば更に顕著になるので好ましい。温度の上限は、好適に紡糸
できる温度であればよく、特に限定されるものではない。
【００２９】
　また、紡糸速度は特に制限されるものではないが、３００～１５００ｍ／ｍｉｎである
ことが好ましく、より好ましくは４００～１０００ｍ／ｍｉｎである。紡糸速度が３００
ｍ／ｍｉｎ以上であれば、任意の紡糸繊度の未延伸糸を得ようとする際の単孔吐出量を多
くし、満足できる生産性が得られるので好ましい。
【００３０】
　上記条件により得られた未延伸繊維を、延伸工程において延伸処理する。延伸温度は、
第１成分を構成するポリエステル系樹脂のガラス転移温度よりも３０～７０℃高温で、か
つ第２成分を構成するポリオレフィン系樹脂の融点未満の温度であり、好ましくは、ポリ
エステル系樹脂のガラス転移温度よりも３０～６０℃高温で、かつポリオレフィン系樹脂
の融点未満の温度である。
【００３１】
　ここで、延伸温度とは、延伸開始位置における繊維の温度を意味する。延伸温度が「第
１成分であるポリエステル系樹脂のガラス転移温度＋３０℃」以上であれば、高い歪み速
度で、すなわち高倍率で延伸してもその効果が得られるため好ましい。また、延伸温度は
第２成分であるオレフィン系樹脂の融点未満とし、繊維同士の融着による延伸過程の不安
定化を抑制する必要がある。例えばガラス転移温度が７０℃であるポリエチレンテレフタ
レートを第１成分に配し、融点１３０℃の高密度ポリエチレンを第２成分に配した未延伸
繊維を延伸する場合には、１００℃以上で１３０℃未満の延伸温度とする。延伸温度が１
００℃以上であると、繊維に対する熱量が多くなり、ポリエチレンテレフタレートと高密
度ポリエチレンとの延伸性の差異が小さくなる。これにより、不織布化工程でのカード加
工時に鞘芯剥離を引き起こすおそれが小さくなる。
【００３２】
　延伸倍率は、未延伸繊維における破断延伸倍率の７５～９５％であり、８０～９５％が
好ましく、８５～９０％の範囲がより好ましい。なお。破断延伸倍率とは、未延伸繊維を
延伸した場合、繊維に破断が生じたときの延伸倍率をいう。
【００３３】
　次に、延伸工程で得られた延伸繊維に機械捲縮を付与し、その後熱処理により乾燥し結
晶化を進行させる。乾燥温度は、第２成分の融点より低いが１５℃を超えて低くはない温
度範囲で行うのが好ましい。
【００３４】
　本発明の複合繊維を用いて不織布に加工する際に、カード工程を採用する場合、繊維を
、カード機を通過させるために任意の長さにカットする必要がある。繊維をカットする長
さ、カット長は、繊度やカード機の通過性能を考慮して、１５～１２５ｍｍの範囲から選
択することができ、好ましくは、３０～７５ｍｍである。
【００３５】
　本発明の複合繊維を不織布に加工するためには、繊維ウェブを形成した後に、熱処理を
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行い、繊維ウェブを構成する繊維の交絡点を熱融着させて不織布化する手法を用いること
が好ましい。繊維ウェブを形成する方法としては、上記のように所定に長さにカットした
繊維をカード機に通過させるカーディング法があり、嵩高な繊維ウェブを形成するには、
カーディング法を用いることが好ましい。
【００３６】
　カーディング法で形成された繊維ウェブを熱処理する公知の方法としては、熱風接着法
や熱ロール接着法などの方法を例示でき、本発明の複合繊維を繊維ウェブに形成した後に
行う熱処理法としては、熱風接着法が好ましい。熱風接着法は、加熱した空気や蒸気を繊
維ウェブの全体または一部分に通過させることで、繊維ウェブを構成する複合繊維の低融
点成分を軟化、溶融させて繊維交絡部分を接着する方法であって、熱ロール接着法のよう
に一定面積を押しつぶして嵩高さを損じる方法ではないため、本発明の課題である、嵩高
で風合いの良好な不織布を提供するのに適した熱処理法である。
【実施例】
【００３７】
　下記の実施例は、例示を目的としたものに過ぎない。本発明の範囲は、本実施例に限定
されない。
　なお、本発明においての物性評価は以下に示す方法で行った。
【００３８】
（メルトマスフローレイト（ＭＦＲ）の測定）
　ＪＩＳ　Ｋ　７２１０に準拠し、メルトマスフローレイトの測定を行った。ここで、Ｍ
Ｉは、附属書Ａ表１の条件Ｄ（試験温度１９０℃、荷重２．１６ｋｇ）に準拠し、ＭＦＲ
は、条件Ｍ（試験温度２３０℃、荷重２．１６ｋｇ）に準拠して測定した。
【００３９】
（配向度）
　ナノフォトン製のレーザーラマン顕微鏡を用いて測定した。繊維の配向度は、繊維の長
さ方向に偏光したレーザー光を照射し、繊維の長さ方向に偏光したラマン散乱光を検出し
て得られたラマンスペクトルの１６１５ｃｍ－１付近の（ベンゼン環Ｃ＝Ｃ伸縮バンド）
ピーク強度をＩｙｙとし、繊維の直径方向に偏光したレーザー光を照射し、繊維の直径方
向に偏光したラマン散乱光を検出して得られたラマンスペクトルの１６１５ｃｍ－１バン
ドのピーク強度をＩｘｘとしたとき、次式で求めた。
　配向度＝Ｉｙｙ／Ｉｘｘ
【００４０】
（結晶化度）
　ナノフォトン製のレーザーラマン顕微鏡を用いて以下の式より算出した。
　換算密度ρ（ｇ／ｃｍ３）＝（３０５－Δυ１７３０）／２０９
　結晶化度χ（％）＝１００×（ρ－１．３３５）／（１．４５５－１．３３５）
なお、Δυ１７３０は、１７３０（ｃｍ－１）付近のラマンバンド（Ｃ＝Ｏ伸縮バンド）
の半値全幅である。
【００４１】
（ＤＳＣ）
　ティー・エイ・インスツルメント製のＤＳＣ「Ｑ－１０」を用いて測定した。繊維を４
．２０～４．８０ｍｇの質量になるようにカットし、これをサンプルパンに充填し、カバ
ーした。Ｎ２パージ内で３０℃～３００℃まで、１０℃／ｍｉｎの昇温速度で測定し、溶
融チャートを得た。チャートを解析し、２４５℃から２５０℃の範囲にある吸熱ピークの
最大吸熱ピークのピーク高さ（ピーク１）と、２５１℃から２５６℃の範囲にある吸熱ピ
ークの最大吸熱ピークのピーク高さ（ピーク２）とのピーク比（ピーク１／ピーク２）を
求めた。
【００４２】
（単糸強伸度）
　延伸糸について、ＪＩＳ－Ｌ－１０１５に準じて測定した。
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【００４３】
（柔軟性）
　試料不織布を１５０ｍｍ×１５０ｍｍに切り出し、表面の滑らかさ、クッション性、ド
レープ性等の観点から５人のパネラーによる官能試験によって判断した。その評価結果を
下記の通り分類した。
○：５人全員が「良好」と感じる。
△：１～２人が「悪い」と感じる。
×：３人以上が「悪い」と感じる。
の３段階の基準で評価した。
【００４４】
（比容積（嵩高さ））
　不織布を、デジマチックインジケータ（Ｍｉｔｕｔｏｙｏ製）を用いて、３．５ｇ／ｃ
ｍ２の荷重をかけた状態で厚みを測定した。測定した厚みから下記の数式を用いて比容積
を算出した。
　不織布の比容積（ｃｍ３／ｇ）＝不織布の厚み（ｍｍ）／不織布の目付け（ｍ２／ｇ）
×１０００
　得られた比容積の値から嵩高性を評価し、下記の通り分類した。
○：比容積７０ｃｍ３／ｇ以上
△：比容積６０～６９ｃｍ３／ｇ
×：比容積６０ｃｍ３／ｇ未満
の３段階の基準で評価した。
【００４５】
　以下の材料および表１に示す条件に従って、実施例および比較例の熱融着性複合繊維お
よび不織布を製造した。
【００４６】
（熱可塑性樹脂）
　複合繊維を構成する熱可塑性樹脂として以下の樹脂を用いた。
第１成分：固有粘度が０．６４、ガラス転移点が７０℃であるポリエチレンテレフタレー
ト（略記号ＰＥＴ）
第２成分：密度０．９６ｇ／ｃｍ３、ＭＦＲ（１９０℃　荷重２１．１８Ｎ）が１６ｇ／
１０ｍｉｎ、融点が１３０℃である高密度ポリエチレン（略記号ＰＥ）
【００４７】
（熱融着性複合繊維の製造）
　表１に示す熱可塑性樹脂を用い、第１成分を芯側、第２成分を鞘側に配し、表１に示す
押出温度と、複合比（容量比）で紡糸した。
　得られた未延伸繊維を、延伸機を用い、延伸温度９０～１２５℃に設定し、表１に示す
条件で延伸工程を行った。その後、熱風循環型乾燥機を用いて、表１に示す乾燥温度（熱
処理温度）で５分間乾燥工程（熱処理工程）を施して熱融着性複合繊維を得た。
【００４８】
（不織布加工）
　熱融着性複合繊維をローラーカード機に掛け繊維ウェブを採取し、繊維ウェブから１０
０ｃｍ×３０ｃｍを切り出して熱風循環式の熱処理機を用い、加工温度１３０℃で熱処理
して鞘成分を熱融着させ、目付け約２５ｇ／ｍ２の不織布とした。
【００４９】
　表１に各実施例および比較例の製造条件、物性評価結果をまとめて示す。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
　表１の結果から、本発明に係る実施例１～４は、配向度が６．０以下で、結晶化度２０
％以上となっている。配向度を抑えつつ結晶化度を高くしたことにより、本発明の複合繊
維を用いて作製した不織布は柔軟性と嵩高性をもつものとなった。
　一方、比較例２の複合繊維は配向度が６．０以下であるが、結晶化度が２０％以上では
ないため、この複合繊維を用いて作製した不織布は、柔軟性はあるが嵩高くないものとな
っていることが分かる。比較例３の複合繊維は結晶化度が２０％以上であるが、配向度が
６．０以下ではないため、この複合繊維を用いて作製した不織布の嵩高性は向上したもの
の、柔軟性は不良となっていることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明の熱融着性複合繊維は、ポリエステル系樹脂の配向度を抑えつつ結晶化度を高く
することで、柔軟性が高く嵩高性に優れた不織布を作製することができる。本発明の熱融
着性複合繊維から得られる不織布は優れた柔軟性、嵩高性に優れているので、嵩高性と柔
軟性の双方を要求される用途、例えばおむつ、ナプキン、失禁パット等の吸収性物品、ガ
ウン、術衣等の医療衛生材、壁用シート、障子紙、床材等の室内内装材、カバークロス、
清掃用ワイパー、生ゴミ用カバー等の生活関連材、使い捨てトイレ、トイレ用カバー等の
トイレタリー製品、ペットシート、ペット用おむつ、ペット用タオル等のペット用品、ワ
イピング材、フィルター、クッション材、油吸着材、インクタンク用吸着材等の産業資材
、一般医療材、寝装材、介護用品など様々な嵩高性、柔軟性を要求される繊維製品への用
途に利用することができる。
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